
第10期
定時株主総会
招 集 ご 通 知

開　催　情　報

■ 日　時
2019年３月28日（木曜日）
午前10時 開会
（受付開始 午前９時）

■ 場　所
ＴＫＰガーデンシティ品川　グリーンウィンド
東京都港区高輪三丁目13番３号
（SHINAGAWA GOOS １階）

お土産について

株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用
意はございません。何卒ご理解くださいます
ようお願い申しあげます。
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2019年３月６日

株 主 各 位
東京都品川区東品川四丁目13番14号
株 式 会 社 ブ ロ ー ド リ ー フ
代表取締役社長 大 山 堅 司

第10期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第10期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますよ
うご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面（郵送）又は電磁的方法（インターネット等）によ
って議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の
うえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１． 日 時 2019年３月28日（木曜日）午前10時　開会
２． 場 所 ＴＫＰガーデンシティ品川　グリーンウィンド

東京都港区高輪三丁目13番３号
（ＳＨＩＮＡＧＡＷＡ ＧＯＯＳ １階）
※昨年とは会場が異なりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご
参照いただき、お間違えのないようお越しください。

３． 目 的 事 項
報 告 事 項 １．第10期（2018年１月１日から2018年12月31日まで）事業報告、

連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査
結果報告の件

２．第10期（2018年１月１日から2018年12月31日まで）計算書類報
告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案

定款一部変更の件
取締役５名選任の件
補欠監査役２名選任の件
取締役に対する譲渡制限付株式の割り当てのための報酬決定の件
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⑴　書面（郵送）による議決権行使の場合
　同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2019年３月27日（水
曜日）午後５時30分までに到着するようご投函ください。

⑵　電磁的方法（インターネット等）による議決権行使の場合
　当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://soukai.mizuho-tb.co.jp/）にアクセスし
ていただき、後記（４頁）の「電磁的方法（インターネット等）による議決権行使のご案
内」をご確認のうえ、画面の案内に従って、2019年３月27日（水曜日）午後５時30分ま
でに、議案に対する賛否をご入力ください。
　また、機関投資家の皆様は、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームを
ご利用いただけます。

⑶　重複行使の取扱い
　書面（郵送）とインターネット等により議決権を重複して行使された場合は、到着日を
問わず、インターネット等による議決権行使の内容を有効といたします。
　また、インターネット等により複数回数議決権行使をされた場合は、最後に行使された
内容を有効といたします。

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
また、紙資源節約のため関連資料の当日配布を控えさせていただきますので、本招集ご通
知をお持ちくださいますようお願い申しあげます。

◎事業報告、連結計算書類、計算書類及び株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インタ
ーネット上の当社ウェブサイト（https://www.broadleaf.co.jp/ir/stock/meeting/）に
掲載させていただきます。

◎当日の受付開始は午前９時を予定しております。

◎昨年とは会場が異なりますので、お間違えのないようお越しください。

◎株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいます
ようお願い申しあげます。
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（ご参考）

議決権行使のご案内

議決権のご行使には､以下の3つの方法がございます｡

株主総会への出席による
議決権行使

議決権行使書

同封の議決権行使書用紙を
会場受付にご提出ください｡

書面（郵送）による
議決権行使

同封の議決権行使書用紙に
各議案に対する賛否を

ご表示のうえ､
2019年３月27日(水曜日)

午後５時30分までに
到着するようご投函ください｡

※ご返送の際は､
同封の保護シールを

ご貼付ください｡

インターネット等による
議決権行使

当社の指定する
議決権行使ウェブサイト

(https://soukai.mizuho-tb.co.jp/)

にアクセスし､
2019年３月27日(水曜日)

午後５時30分までに
ご行使ください｡

詳細は次頁を
ご参照ください｡
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電磁的方法（インターネット等）による議決権行使のご案内

NEW QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく
議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイトhttps://soukai.mizuho-tb.co.jp/

みずほ信託銀行 証券代行部
【「スマート行使」「議決権行使ウェブサイト」の操作方法等に関するお問い合わせ先】

電話番号：0120-768-524（平日 9：00～21：00）

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法等が
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

「パスワード」を
入力

「次へ」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。
「スマート行使」による議決権行使後に行使内容を変更する場合
は、お手数ですが議決権行使ウェブサイトへアクセスし、右記

「議決権行使コード・パスワードを入力する方法」記載の手順に
従って、再度議決権行使をお願いいたします。
※  QRコードを再度読み取っていただくと、議決権行使ウェブサ

イトへ遷移します。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
また、インターネットによって複数回数議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを
読み取ってください。

1

※  「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見本

見本見本

－ 4 －



株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件

　当社は株主様に対する利益還元を経営上の重要課題として位置付けております。将来の事業
展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保し、安定した配当を継続していくことを基
本方針としております。

　当連結会計年度の期末配当につきましては、普通株式１株につき6.5円(先に実施しました中
間配当と合わせて年間配当金は１株につき12円)とさせていただきたいと存じます。

　１．配当財産の種類
金銭

　２．配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金6.5円　総額591,718,816円

　３．剰余金の配当が効力を生じる日
2019年３月29日

【ご参考】

第6期
(2014年度)

第7期
(2015年度)

第8期
(2016年度)

第9期
(2017年度)

第10期：当連結会計年度
(予定)

（2018年度）
第11期(予想)
(2019年度)

1 株 当 た り
年 間 配 当 金
（注）

20円
（5円）

25円
（6.25円）

30円
（10.625円）

22円
(11円) 12円 13円

配 当 性 向 ― ― 53.8％ 50.4％ 39.5％ 40.5％

(注)１．当社は2016年12月17日を効力発生日として普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。また、
2018年４月１日を効力発生日として普通株式１株につき２株の株式分割を行っており、第10期の配当金は
当該株式分割を考慮しております。第９期以前の（　）内においては、第６期事業年度期首に上記、株式分
割が行われたと仮定した１株当たりの配当金額を記載しております。

２．前連結会計年度(第９期)よりIFRSに準拠して連結計算書類を作成しており、配当性向についても当該基準に
準拠して算出しております。また、ご参考までに第８期のIFRSに準拠した配当性向も併記しております。
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第２号議案　定款一部変更の件

１．提案の理由
　当社グループは国内自動車アフターマーケット向けシステム販売からの事業ドメイン拡大
を掲げ、先端技術を取り入れた革新的な事業を創出する企業への進化を目指しており、主要
事業における多様化への対応のため、現行定款第２条(目的)につきまして事業目的を追加す
るものであります。

２．変更の内容
　変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）
現 行 定 款 変 更 案

第１章　総則

第２条　（目的）
　当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
（１）～（14）　（条文省略）
　　　　　　　　（新設）

　　　　　　　　（新設）

（15）　　　　　（条文省略）

第１章　総則

第２条　（目的）
　　　　　　　　（現行どおり）
（１）～（14）　（現行どおり）
（15）インターネット等を利用した電子商取引業お

よびその商品、サービスの企画、製造、販売、
提供

（16）ブロックチェーンおよびAI等の先進技術を利
用したプラットフォーム、アプリケーショ
ン、各種トークン、電子認証等の企画、設計、
開発、運営、管理および提供

（17）　　　　　（現行どおり）
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第３号議案　取締役５名選任の件

　取締役全員（５名）は、本株主総会終結のときをもって任期満了となりますので、取締役５
名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、以下のとおりであります。

候補者
番 号 氏 名 現在の当社における地位・担当 取 締 役 会

出 席 状 況

１ おお
大

やま
山

けん
堅

じ
司 代表取締役社長 再　任 13回/13回

(100%)

２ やま
山

なか
中

けん
健

いち
一 取締役副社長 再　任 13回/13回

(100%)

３ き
鬼

ざわ
澤

もり
盛

お
夫 取締役 再　任 社　外 13回/13回

(100%)

４ わた
渡

 
　

なべ
邊

 
　

き
喜

いち
一

ろう
郎 取締役 再　任 社　外 13回/13回

(100%)

５ いけ
池

 
　

だ
田

 
　

 
　

 
　

しげる
茂 取締役 再　任 社　外 13回/13回

(100%)

－ 7 －



招
集
ご
通
知

議
決
権
行
使
案
内

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

候補者
番 号

氏 名
（ 生  年  月  日 ）

略 歴 、 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 の 数

１

おお
大

やま
山

けん
堅

じ
司

(1968年９月10日)
取締役会出席状況

13回/13回(100%)

1987年４月 株式会社ビーイング入社

886,200株

1989
1996

年
年

４
12

月
月

同社取締役
Being Investments Corp.
President CEO

2000年７月 株式会社ビーイング取締役副社長
2002年７月 同社執行役員マーケティング部長兼

営業部長
2005年10月 アイ・ティー・エックス株式会社顧問
2006年１月 当社取締役副社長
2006
2015

年
年

６
１

月
月

当社代表取締役社長（現任）
事業構想大学院大学客員教授（現任）

取締役候補者
とした理由

　大山堅司氏は、会社経営についての豊富な経験と実績並びに強いリーダ
ーシップを有することから、重要な業務執行の決定及び取締役・執行役員
の業務執行の監督に適任であると判断し、引き続き取締役候補者といたし
ました。

２

やま
山

なか
中

けん
健

いち
一

(1968年10月10日)
取締役会出席状況

13回/13回(100%)

1992年４月 三菱電機エンジニアリング株式会社入社

7,400株

1996年１月 株式会社ビーイング入社
2000年４月 同社執行役員
2005年５月 同社経営推進室副室長
2005年11月 株式会社JIMOS執行役員
2010年10月 当社執行役員管理本部長
2011年１月 当社執行役員管理本部長兼

経営管理グループ長
2012
2014

年
年

３
１

月
月

当社取締役執行役員管理本部長
当社取締役副社長（現任）

取締役候補者
とした理由

　山中健一氏は、当社執行役員として就任以来、管理部門並びに経営管理
部門の責任者を務めた経歴から、当社グループ全体の円滑な組織運営の推
進者に適任であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（ 生  年  月  日 ）

略 歴 、 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 の 数

３

き
鬼

ざわ
澤

もり
盛

お
夫

(1944年4月8日)
社外取締役候補者

取締役会出席状況
13/13回(100％)

1970年４月 日本ユニバック株式会社
（現日本ユニシス株式会社）入社

10,000株

1985
1985

年
年

３
９

月
月

シチズン時計株式会社入社
Citizen Europe Ltd.
President and Managing Director

1992年２月 メンター・グラフィックス・ジャパン
株式会社代表取締役社長

1999年２月 コネクサント・システムズ・ジャパン
株式会社
（現コネクサント・システムズ株式会社）
代表取締役社長

2006年２月 オートデスク株式会社代表取締役社長
2012年３月 同社アドバイザー

当社社外取締役（現任）

社外取締役候補者
とした理由

　鬼澤盛夫氏は、オートデスク株式会社等の代表取締役を歴任され、ソ
フトウェア開発・販売等のIT企業及びグローバル企業の経営者として活
躍し、当社事業に関連する業界について専門的知識や豊富な経験を有し
ております。
　これらを活かして、当社の経営全般に対して、様々な観点からの助言
を得ることが期待できるため、社外取締役候補者といたしました。

独立性に係る事項

　鬼澤盛夫氏は、会社から独立した客観的・中立的な立場のもと、一般
株主との利益相反を生じるおそれがなく、東京証券取引所の定める独立
役員の要件を満たしていることから、当社は同氏を独立性のある取締役
候補者と位置付けております。
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候補者
番 号

氏 名
（ 生  年  月  日 ）

略 歴 、 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 の 数

４

わた
渡

 
　

なべ
邊

 
　

き
喜

いち
一

ろう
郎

(1959年１月23日)
社外取締役候補者

取締役会出席状況
13回/13回(100％)

1981
1991
1995

2003

2006

2008
2012
2014
2014
2016
2017

年
年
年

年

年

年
年
年
年
年
年

４
４
12

10

１

11
５
３
３
３
２

月
月
月

月

月

月
月
月
月
月
月

株式会社オリエンタルランド入社
日産自動車株式会社入社
日本電信電話株式会社入社
マルチメディアビジネス開発部担当課長
株式会社トミー
（現株式会社タカラトミー）入社
コンテンツ事業戦略本部副本部長
株式会社ティーツーアイエンターテイメント
(現株式会社タカラトミーフィールドテック)
代表取締役副社長
株式会社メディア工房取締役 常務執行役員
株式会社DELTA FORCE代表取締役
株式会社ワンオブゼム監査役
当社社外取締役（現任）
株式会社ワンオブゼム取締役（現任)
株式会社DYD代表取締役

7,400株

社外取締役候補者
とした理由

　渡邊喜一郎氏は、株式会社オリエンタルランド等の事業会社において、
独自のマーケティング手法で多くのプロジェクトを成功に導いた経験や上
場IT企業の役員としての経歴を持ち、新事業の創出においても専門的知識
や豊富な経験を有しております。
　これらを活かして、マーケティングの分野を中心に、様々な観点からの
助言を得ることが期待できるため、社外取締役候補者といたしました。

独立性に係る事項

　渡邊喜一郎氏は、会社から独立した客観的・中立的な立場のもと、一般
株主との利益相反を生じるおそれがなく、東京証券取引所の定める独立役
員の要件を満たしていることから、当社は同氏を独立性のある取締役候補
者と位置付けております。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略 歴 、 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 の 数

５

いけ
池

 
　

だ
田

 
　

 
　

 
　

しげる
茂

(1941年３月４日)
社外取締役候補者

取締役会出席状況
13回/13回
(100％)

1964年４月 日本電信電話公社
（現日本電信電話株式会社）入社

9,700株

1985年７月 同社新潟支社長
1992年６月 同社取締役人事部長
1997
1999

年
年

６
４

月
月

同社常務取締役マルチメディア推進本部長
株式会社エヌ・ティ・ティエムイー
代表取締役社長

2002
2007

2007

2007
2008
2009
2015

2016

年
年

年

年
年
年
年

年

７
４

４

６
４
４
９

３

月
月

月

月
月
月
月

月

情報通信ネットワーク産業協会専務理事
スカパーJSAT株式会社
（現株式会社スカパーJSATホールディングス)
社外取締役
メディア・クルーズ・ソリューション株式会社
（現ブロードアース株式会社)
社外取締役
株式会社ACCESS顧問（現任）
事業創造大学院大学客員教授（現任）
多摩大学大学院客員教授
一般財団法人社会開発研究センター理事
（現任）
当社社外取締役（現任）

社外取締役候補者
とした理由

　池田茂氏は、日本電信電話株式会社及びその関連会社の取締役を歴任し、
IT及びインターネットの普及期から通信業界で経営に携わった経験を持ち、
企業経営に関する専門的知識や豊富な経験を有しております。また、多摩大
学大学院等において教壇に立ち、ITや情報社会学等の分野においても幅広い
知見を有しております。
　これらを活かして、当社の経営全般に対して、実務面・学術面の両面から
の助言を得ることが期待できるため、社外取締役候補者といたしました。

独立性に係る事項
　池田茂氏は、会社から独立した客観的・中立的な立場のもと、一般株主と
の利益相反を生じるおそれがなく、東京証券取引所の定める独立役員の要件
を満たしていることから、当社は同氏を独立性のある取締役候補者と位置付
けております。
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(注)１．各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．鬼澤盛夫氏、渡邊喜一郎氏及び池田茂氏は社外取締役候補者であります。
３．鬼澤盛夫氏は現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は本株主総会終結

のときをもって７年となります。
４．渡邊喜一郎氏は現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は本株主総会終

結のときをもって５年となります。
５．池田茂氏は現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は本株主総会終結の

ときをもって３年となります。
６．当社は、鬼澤盛夫氏、渡邊喜一郎氏及び池田茂氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届

け出ております。各氏の再任が承認された場合、当社は各氏を引き続き独立役員とする予定でありま
す。

７．当社は現在、各社外取締役と会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償
責任を限定する契約を締結しており、社外取締役候補者である鬼澤盛夫氏、渡邊喜一郎氏及び池田茂
氏の再任が承認された場合は、各氏と同様の責任限定契約を継続する予定であります。
なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としており、当該責任限定が認
められるのは当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない
ときに限られます。
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第４号議案　補欠監査役２名選任の件

　法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役２名の選任をお願
いするものであります。
　補欠監査役候補者は以下のとおりであり、平澤謙二氏は社外監査役以外の監査役の補欠とし
ての候補者、朝倉祐介氏は社外監査役の補欠としての候補者であります。
　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

候補者
番 号

氏 名
（ 生  年  月  日 ）

略 歴 、 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 の 数

１
ひら
平

さわ
澤

けん
謙

じ
二

(1952年２月６日)

1975

1998
1999
2005
2010
2012
2015
2016

年

年
年
年
年
年
年
年

４

４
４
４
６
６
４
３

月

月
月
月
月
月
月
月

大同生命保険相互会社
（現大同生命保険株式会社）入社
同社損保事業開発部部長
同社不動産部長
同社業務監査部長
Ｔ＆Ｄコンファーム株式会社取締役
Ｔ＆Ｄ情報システム株式会社監査役
当社内部監査室室長（現任）
当社補欠監査役(現任)

0株
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候補者
番 号

氏 名
（ 生  年  月  日 ）

略 歴 、 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 の 数

２

あさ
朝

くら
倉

ゆう
祐

すけ
介

(1982年８月19日)
社外監査役候補者

2007
2008

年
年

９
12

月
月

司法試験合格
弁護士登録

0株

2008 年 12月 ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法事
務弁護士事務所 坂井・三村・相澤法律事務
所(外国法共同事業)入所

2011
2016
2017
2018

年
年
年
年

９
３
12
３

月
月
月
月

三羽総合法律事務所パートナー(現任)
当社補欠社外監査役
当社社外監査役
当社補欠社外監査役（現任）

（重要な兼職の状況）
三羽総合法律事務所パートナー

社外監査役候補者
とした理由

　朝倉祐介氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、弁護士の資格を持
ち、企業法務の専門家として、当社取締役の職務の執行につき提言・助言
を得ることができると判断したためであります。なお、同氏は過去に会社
の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役と
して、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

独立性に係る事項
　当社と上記略歴記載の事務所との取引はなく、朝倉祐介氏は会社から独
立した客観的・中立的な立場のもと、一般株主との利益相反を生じるおそ
れがなく、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしていることか
ら、当社は同氏を独立性のある監査役候補者と位置付けております。

(注)１．各補欠監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．朝倉祐介氏は補欠の社外監査役候補者であります。
３．朝倉祐介氏は東京証券取引所の独立役員の要件を満たしており、朝倉祐介氏が監査役に就任した場合

は、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
４．当社は現在、監査役と会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を

限定する契約を締結しており、平澤謙二氏及び朝倉祐介氏が監査役に就任した場合は、同様の責任限
定契約を締結する予定であります。

　　　　なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としており、当該責任限定が認
められるのは当該監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないとき
に限られます。
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第５号議案　取締役に対する譲渡制限付株式の割り当てのための報酬決定の件

　当社の報酬制度は、コーポレート・ガバナンスの強化及び中長期的な企業価値の向上を目的とし
て、固定報酬と変動報酬（業績連動賞与・株式報酬）の割合等を適切に設定した報酬制度を導入し
ております。
　当社の取締役の報酬は、「基本報酬」、「役員賞与」及び「株式報酬」により構成され、「基本
報酬」及び「役員賞与」につきましては、取締役の報酬限度額は、2013年３月29日開催の当社第
４期定時株主総会において、年額300百万円以内（ただし使用人給与分は含まない。）として、ご
承認をいただいており、「株式報酬」につきましては、2016年３月30日開催の第７期定時株主総
会において、上記の取締役の報酬限度額とは別枠で、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（Ｂ
ＢＴ（＝Board Benefit Trust））」（以下、「現制度」という。）に係る取締役の報酬の額及び内
容をご承認いただいております。
　今般、当社は、当社の取締役及び執行役員（社外取締役を除く。以下、「取締役等」という。）
が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献
意欲を従来以上に高めるため、「株式報酬」に関する見直しを行い、取締役等に対し、一定の
譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式（以下、「譲渡制限
付株式」という。）を以下のとおり割り当てることといたしたいと存じます。
　つきましては、取締役等の職責等諸般の事項を総合的に勘案いたしまして、上記の取締役の
報酬限度額及び現制度に係る報酬の額とは別枠として、取締役等に対する譲渡制限付株式に関
する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額56百万円以内として設定いたしたいと
存じます。なお、譲渡制限付株式の割り当ては、取締役等の職責等諸般の事項を総合的に勘案
して決定しており、その内容は相当なものであると考えております。
　なお、現時点において、本制度の対象となる取締役の員数は２名、執行役員の員数は15名で
すが、第３号議案が原案どおり承認可決されますと、本制度の対象となる取締役の員数は２名、
執行役員の員数は15名となります。

当社の取締役等に対する譲渡制限付株式の具体的な内容及び数の上限

１．譲渡制限付株式の割り当て及び払込み
　当社は、取締役等に対し、当社評価報酬委員会の審議及び取締役会の決議に基づき、譲渡
制限付株式に関する報酬として上記の年額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、取締役等は、
当該金銭報酬債権の全部を現物出資することにより、譲渡制限付株式の割り当てを受ける。
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　なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前
営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値（同日に取引が成立していない
場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける
取締役等に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定する。
　また、上記金銭報酬債権は、取締役等が、上記の現物出資に同意していること及び下記３.
に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給する。

２．譲渡制限付株式の総数
　取締役等に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数150,000株を、各事業年度において割
り当てる譲渡制限付株式の数の上限とする。
　ただし、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割り
当てを含む。）又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制
限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整す
ることができる。

３．譲渡制限付株式割当契約の内容
　譲渡制限付株式の割り当てに際し、当社評価報酬委員会の審議及び取締役会の決議に基づ
き、当社と譲渡制限付株式の割り当てを受ける取締役等との間で締結する譲渡制限付株式割
当契約は、以下の内容を含むものとする。

⑴　譲渡制限の内容
　譲渡制限付株式の割り当てを受けた取締役等は、譲渡制限付株式の交付日から取締役等
が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任する日までの期間（以下、「譲渡
制限期間」という。）、当該取締役等に割り当てられた譲渡制限付株式（以下、「本割当
株式」という。）につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈
与、遺贈その他一切の処分行為をすることができない（以下、「譲渡制限」という。）。

⑵　譲渡制限付株式の無償取得
　当社は、譲渡制限付株式の割り当てを受けた取締役等が、譲渡制限期間の開始日以降、
最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役及び執行役員のい
ずれの地位からも退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、
本割当株式を当然に無償で取得する。
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　また、本割当株式のうち、上記(1)の譲渡制限期間が満了した時点において下記(3)の譲
渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社
はこれを当然に無償で取得する。

⑶　譲渡制限の解除
　当社は、譲渡制限付株式の割り当てを受けた取締役等が、譲渡制限期間の開始日以降、
最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役又は執行役員の
いずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満
了した時点をもって譲渡制限を解除する。
　ただし、当該取締役等が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が満
了する前に当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任した場合には、譲渡制限
を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整す
るものとする。

⑷　組織再編等における取扱い
　当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる
株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会（ただ
し、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社
取締役会）で承認された場合には、当社取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から
当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、
当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
　この場合には、当社は、上記の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点において、
譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
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（提供書面）
事　 業　 報　 告
( 2018年 1 月 1 日から

2018年12月31日まで )
Ⅰ．当社及び当社の子会社（企業集団）の現況に関する事項

１．事業の経過及びその成果
　当連結会計年度（2018年１月から2018年12月まで）における我が国経済は、世界経済
の緩やかな回復、企業収益・雇用・所得環境の改善等を背景に緩やかな回復基調が続きま
した。一方で、米中間の通商問題や欧州の政治動向、金融資本市場の変動の影響等、海外
経済が我が国の景気を下押しするリスクは、依然として留意が必要となっております。
　当社及び当社の子会社（以下、「当社グループ」という。）が属する情報サービス産業
においては、設備投資に持ち直しの動きがみられるなか、生産性や効率性の向上を目的と
した従来型のIT投資に加え、クラウド対応、AIの活用、ビッグデータ分析、サイバーセキ
ュリティ対策、IoTへの拡張等、戦略分野における投資は拡大していくことが見込まれて
おります。一方で、最新技術に順応できる優秀なエンジニアを確保し、高付加価値サービ
スを早期に開発、展開していくことが、業界全体としての課題となっております。
　このような事業環境のもと、当社は顧客基盤の拡大と収益構造の転換を目指し業務アプ
リケーション「.NSシリーズ」の新モデルである、AI機能を搭載した「SF.NS３Ai」の販
売を開始するとともに、デジタルビジネスプラットフォーム「Broadleaf Cloud 
P l a t f o r m 」 と 本 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 上 で 稼 働 す る 、 新 し い ク ラ ウ ド サ ー ビ ス
「Maintenance.c」の提供を開始しました。今後は、本プラットフォームを起点に、業
種・業界を超えた様々なパートナー企業と連携し、自動車関連ビッグデータ・インフラを
活かした新たなビジネス、画期的なサービスを提供してまいります。また、タブレット型
業務支援ツール「CarpodTab」の顧客数増加を進めるとともに、自動車部品の電子受発
注サービス「BLパーツオーダーシステム」の業界標準化に向けた施策を　　継続しており
ます。
　これらの結果、当連結会計年度の業績は、売上収益212億85百万円（前連結会計年度比
17.0％増）、営業利益41億15百万円（前連結会計年度比36.7％増）、税引前利益41億５
百万円（前連結会計年度比37.3％増）、親会社の所有者に帰属する当期利益26億56百万
円(前連結会計年度比37.4％増）となりました。
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　当連結会計年度における売上収益の分野別の内訳は以下のとおりであります。

分 野 売 上 収 益 ( 千 円 ) 構 成 比 前連結会計年度比(増減率)

シ ス テ ム 販 売 14,206,092 66.7％ 21.0％

シ ス テ ム サ ポ ー ト 1,313,963 6.2％ 4.0％

ネットワークサービス 5,765,047 27.1％ 11.0％

合 計 21,285,103 100.0％ 17.0％

２．設備投資の状況
　当連結会計年度に実施しました設備投資の総額は24億99百万円であり、その主なものは
クラウド技術を採用した次世代システム等のソフトウェアの開発によるものであります。

３．資金調達の状況
　特記すべき事項はありません。

４．事業の譲渡、吸収分割又は新設分割
　　　特記すべき事項はありません。

５．他の会社の事業の譲受
　　　特記すべき事項はありません。

６．吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継
　　　特記すべき事項はありません。

７．他の会社の株式その他持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　特記すべき事項はありません。

－ 19 －



招
集
ご
通
知

議
決
権
行
使
案
内

株
主
総
会
参
考
書
類

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

事
業
報
告

８．対処すべき課題
　100年に一度と言われる変革期に直面している自動車産業の中で、自動車アフターマー
ケット（注）も大きな環境の変化を迎え、AIを活用した自動運転等の新しい技術や、電気
自動車に代表される新しい形の移動体（モビリティ）が今後大きく普及すると予想されて
おります。また、近年のカーオーナーのニーズや各個人のライフスタイルの多様化に伴い、
カーシェアやライドシェアといった、所有することから利用することへと自動車との関わ
り方が変化していくと予想されます。このような環境変化の中で、大手IT企業に代表され
る新たな業界からの自動車関連産業への参入、顧客間の競争激化等、新しい動きが起こっ
ております。当社グループは、これらの動きに迅速かつ柔軟に対応し、常に価値あるサー
ビスを提供していくために、新たにサービス提供を開始しました「Broadleaf Cloud 
Platform」の拡大を推進してまいります。さらに当社グループは、国内自動車アフターマ
ーケット向けシステム販売からの事業ドメイン拡大を掲げ、先端技術を取り入れた革新的
な事業を創出する企業への進化を目指してまいります。具体的には、次の5点の重点戦略
を通じて、中長期的な企業価値の向上を図ってまいります。

⑴　「Broadleaf Cloud Platform」上で稼働するサービスの拡充
　当社グループは、顧客の業務を改善する業種特化型アプリケーションを提供しており、
業界で高いシェアを獲得しております。今後は、これらに加え、業種・業界を超えた様々
なパートナー企業と連携し、「Broadleaf Cloud Platform」上に様々なサービスを提供
してまいります。

⑵　作業分析・最適化ソフトウェアの普及推進
当社グループは、整備工場や製造工場における改善活動を支援する作業分析・最適化

ソフトウェア「OTRS」を提供しており、今後は作業現場のみならず事業継承、伝統工
芸及びサービス業への展開を本格化してまいります。国内では団塊世代である熟練者の
退職、外国人就労者の増加、派遣社員の正社員化及び多能工の育成等への対応が求めら
れており、各現場での全体最適化の実現に貢献してまいります。
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⑶　データベース分析サービスの創出
当社グループは、自動車関連のビッグデータを活用したカーオーナー向けサービス等

の、新たなサービス事業の立ち上げを行ってまいります。また、従来の自動車にとどま
らず、次世代自動車や自動車以外も含めた全てのモビリティを対象としたビジネスの創
造に向け、データベースの付加価値向上を目指し、関連企業との共同研究並びにアライ
アンスの強化を進めてまいります。旅行業界等の異業界や、大学等の学術機関とも積極
的に連携し、データベース事業による情報課金ビジネスの推進を目指してまいります。

⑷　自動車部品流通・eコマースビジネスの展開
当社グループは、これまで取り組んでまいりましたネットワークサービスのさらなる

拡大を図ってまいります。当社グループの強みである自動車アフターマーケットの顧客
基盤とデータベースを活用することで、自動車補修部品の受発注基盤と物流基盤を合わ
せたサービスを自動車アフターマーケット事業者に提供いたします。業界の課題である
部品の取引や物流における非効率の緩和につながり、流通の効率化及び業界の活性化に
寄与します。

⑸　海外進出の本格化
　アジア市場での自動車アフターマーケットは、自動車販売・保有台数の増加により一
層の発展、拡大が見込まれております。このような環境下、当社グループは、日本で培
ったノウハウを活かし、中国やフィリピンで現地パートナーとの関係を継続し、海外事
業を展開してまいります。今後も東南アジアを中心に国ごとの調査を進め、部品流通プ
ラットフォームの構築を目指してまいります。また、OTRSにおきましては、日本発の
“カイゼン“活動への需要の高まりから、中国や北米を中心とした全世界での展開が期待
できます。

(注)．自動車アフターマーケットとは、自動車が販売されてから発生するメンテナンスや
用品取り付け等の２次市場を指します。
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９．財産及び損益の状況の推移
①　当社グループの財産及び損益の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

区 分 第７期
(2015年度)

第８期
(2016年度)

第９期
(2017年度)

第10期
(2018年度)

売 上 収 益 － 16,760,167 18,194,991 21,285,103
営 業 利 益 － 2,952,830 3,010,901 4,114,511
親 会 社 の 所 有 者 に 帰 属 す る 当 期 利 益 － 1,875,536 1,932,104 2,655,622
基 本 的 １ 株 当 た り 当 期 利 益 （ 円 ） － 19.73 21.81 30.36
資 産 合 計 － 25,321,970 28,062,930 29,412,881
１ 株 当 た り 親 会 社 所 有 者 帰 属 持 分 （ 円 ） － 212.84 222.90 240.91
資 本 合 計 － 19,159,187 19,737,424 21,033,424
(注)１．第９期よりIFRSに準拠して連結計算書類を作成しております。また、ご参考までに第８期のIFRSに

準拠した諸数値も併記しております。
　　２．基本的１株当たり当期利益は自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、１株当たり親会社

所有者帰属持分は自己株式を控除した各連結会計年度末日の発行済株式の総数により算定しておりま
す。

　　３．当社は2016年12月17日及び2018年４月１日を効力発生日としてそれぞれ普通株式１株につき２株
の株式分割を行っております。第８期連結会計年度期首に当該株式分割が行われたと仮定し、基本的
１株当たり当期利益及び１株当たり親会社所有者帰属持分を算定しております。

②　当社の財産及び損益の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

区 分 第７期
（2015年度）

第８期
（2016年度）

第９期
（2017年度）

第10期
（2018年度）

売 上 高 16,824,282 16,851,527 17,219,712 19,012,853
経 常 利 益 2,493,250 2,230,465 2,745,150 3,506,828
当 期 純 利 益 1,251,755 1,142,986 1,478,750 2,022,869
１株当たり当期純利益（円） 12.62 12.03 16.70 23.12
総 資 産 25,565,938 24,079,272 23,660,876 24,731,067
純 資 産 19,385,961 17,913,514 17,850,461 18,212,803
１ 株 当 た り 純 資 産 （ 円 ） 199.94 198.92 201.51 208.60
(注)１．１株当たり当期純利益は自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、１株当たり純資産は自

己株式を控除した各事業年度末日の発行済株式の総数により算定しております。
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　　２．当社は2016年12月17日及び2018年４月１日を効力発生日としてそれぞれ普通株式１株につき２株
の株式分割を行っております。第７期事業年度期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり
当期純利益及び１株当たり純資産を算定しております。

　　３．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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10．主要な事業内容（2018年12月31日現在）
　当社グループは、主に自動車アフターマーケット業界をはじめとする市場に、ネットワ
ークを介した業種特化型業務アプリケーションの提供、顧客に対する保守サービスやサプ
ライ品の提供に加え、産業プラットフォーム上での各種ネットワークサービスを行ってお
り、当該事業はシステム販売分野、システムサポート分野及びネットワークサービス分野
の３分野で構成されております。なお、当社グループはITサービス事業の単一セグメント
であるため、関連情報として上記分野別での区分を行っております。

分 野 サ ー ビ ス 内 容

シ ス テ ム 販 売
・業種特化型業務アプリケーションの開発・販売
・作業分析・最適化ソフトウェアの開発・販売
・パソコン本体やプリンタ等の仕入・販売　ほか

シ ス テ ム サ ポ ー ト ・システム販売顧客への保守サービスの提供
・帳票類やOAサプライ品等の仕入・販売

ネットワークサービス

・システム販売顧客へのデータベース提供サービス
・システム販売顧客へのサーバー提供サービス
・自動車リサイクル部品の決済代行サービス
・自動車部品の電子受発注機能の提供
・タブレット型業務支援ツールの提供
・eコマース、データ分析サービス　ほか

⑴　システム販売分野
　当社グループは、自動車アフターマーケット業界に従事している事業者のほか、旅行
取扱い事業者、携帯電話販売代理店事業者、機械工具取扱い事業者等に対して、経営効
率の向上及び事業創造を支援する業務アプリケーションを提供しております。当社グル
ープの業種特化型業務アプリケーションは、特定業種固有の業務フローに則した見積及
び請求管理等の汎用的な機能を具備しております。また、当社グループは、パソコンに
当該業務アプリケーションを搭載して販売する場合に、併せて液晶ディスプレイ、プリ
ンタ及び周辺機器等のハードウェアを販売しております。さらに、ニーズに応じて受託
型のシステム開発も行っております。
　システムの販売に際しては、アプリケーションの使用権を当社グループがリース会社
に販売し、リース会社が顧客へ主に６年でリース販売する契約形態を取っております。
　また、整備工場や製造工場における改善活動を支援する作業分析・最適化ソフトウェ
アを提供しております。当該ソフトウェアは、IE(インダストリアル エンジニアリ
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ング)手法に準拠し、生産現場における人・モノ・機械の動きを動画分析・時間分析する
ことにより、ムリ・ムダ・ムラを可視化し、作業時間の短縮・省力化・コスト削減を実
現する現場改善機能を具備しております。作業分析は作業現場に留まらず、伝統工芸の
匠の技の伝承、介護スタッフの教育並びにサービス業のベストプラクティスの共有等に
より幅広い市場への展開が進んでおります。

⑵　システムサポート分野
　当社グループは、365日稼働のコールセンターや全国をカバーする拠点に専門スタッ
フを配置し、ネットワーク、ハードウェア及びサーバー等のトラブル時に迅速に対応す
るサポート体制を構築しており、システム販売顧客に対する業務アプリケーション保守
サービス並びにハードウェア保守サービスを提供しております。また、業務アプリケー
ションで利用する帳票類等のサプライ品販売も行っております。

⑶　ネットワークサービス分野
　ネットワークサービス分野は、ネットワーク型の業種特化型業務アプリケーションの
販売先に対する付帯サービスが主となっております。データベース提供サービスやサー
バー提供サービスのような業務アプリケーション利用のために不可欠なサービスのほか、
自動車アフターマーケット業界でのリサイクル部品流通における決済代行サービス並び
に各事業者間での自動車部品の電子受発注機能等を提供しております。
　主なサービスの内容は次頁の表のとおりであり、対価は月額固定課金又は従量課金等
で収受しております。
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主なサービス 主 な 顧 客 サ ー ビ ス 内 容

データベース提供
サービス

整備事業者
鈑金事業者
部品商
リサイクル事業者
中古車販売事業者
旅行取扱い事業者等

新しく発売される自動車関連の車両情報や、日々更新される
部品関連情報を定期的に入手・集約し、システム利用顧客と
の契約に基づき最新のデータベースを提供しております。対
価として月額固定で代金を収受しております。

サーバー提供
サービス

ネットワーク型システムは、当社サーバーの利用を前提とし
たシステムであるため、サーバー維持の対価として月額固定
で代金を収受しております。

リサイクル部品
決済代行サービス

リサイクル事業者
部品商等

インターネットを利用してリサイクル事業者等の販売者と部
品商等の購入者との間でリサイクル部品の在庫情報を共有す
るリサイクル部品流通ネットワーク「パーツステーションＮ
ＥＴ」を運営しており、リサイクル部品を売買する際に発生
する取引代金の決済を当社が代行し、定率で手数料を収受し
ております。

自動車部品の電子
受発注機能の提供

整備事業者
鈑金事業者
部品商
リサイクル事業者等

整備・鈑金工場等の部品購入者のシステムと、部品商・リサ
イクル事業者等の部品販売者のシステムをネットワーク接続
することにより、新品・リサイクル部品に関する問い合わせ
業務、受発注業務を直接シームレスに行うことができる「BL
パーツオーダーシステム」を提供しており、月額固定又は従
量課金により代金を収受しております。

タブレット型業務
支援ツールの提供

整備事業者
鈑金事業者
部品商等

持ち運びが便利なタブレット端末を使用して、整備履歴の参
照、最適な車検コース提案並びに画像や動画による分かりや
すい説明等、カーオーナーへの提案を支援する業務アプリケ
ーションを内蔵した「CarpodTab」を提供しており、月額
固定で代金を収受しております。

eコマース
整備事業者
部品商
カーオーナー等

当社が保有する部品データベース及び自動車車両データベー
スを活用し、自動車補修部品専門のショッピングサイトを運
営・管理しております。全国の部品商が出品する自動車補修
部品をインターネット経由で検索・購入することを可能と
し、部品の売買に応じて手数料を収受しております。

データ分析
サービス

整備事業者
鈑金事業者
部品商等

当社の強固な顧客基盤から収集した膨大な自動車関連の大規
模データを活用したサービスを提供しております。顧客の要
望に応じてデータを収集・分析・加工して提供しており、月
額固定課金、従量課金又は契約時一括により代金を収受して
おります。
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11．重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況
　　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

株式会社タジマ 50,000
千円 100.0％ システム販売・サポート

株式会社SpiralMind 100,000
千円 100.0％ 先端技術の研究・開発

博楽得信息科技（合肥）有限公司 11,502
千人民元 100.0％ システム販売

北京盛源博楽信息科技有限公司 2,040
千人民元 100.0％ システム販売

Broadleaf I.T. Solutions Inc. 75,000
千フィリピンペソ 100.0％ システムサポート
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12．主要な事業所（2018年12月31日現在）

会 社 名 主要な事業所 所 在 地

当社

本 社 東京都品川区

営 業 拠 点

仙台営業所（宮城県仙台市）
東京営業所（東京都品川区）
名古屋営業所（愛知県名古屋市）
大阪営業所（大阪府大阪市）
広島営業所（広島県広島市）
福岡営業所（福岡県福岡市）

開 発 拠 点
札幌開発事業所（北海道札幌市）
東京開発事業所（東京都品川区）
福岡開発事業所（福岡県福岡市）

株式会社タジマ 本 社 東京都品川区

株式会社SpiralMind 研 究 拠 点 東京都渋谷区

博楽得信息科技（合肥）有限公司 本 社 中華人民共和国合肥市

北京盛源博楽信息科技有限公司 本 社 中華人民共和国北京市

Broadleaf I.T. Solutions Inc. 本 社 フィリピン共和国マカティ市
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13．使用人の状況（2018年12月31日現在）
①　当社グループの使用人の状況

使 用 人 人 数 前 連 結 会 計 年 度 比 増 減

921名 7名減
(注)１．上記のほか、28名をパートタイム労働者として臨時雇用しております。

２．当社グループはITサービス事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしておりません。

②　当社の使用人の状況
使 用 人 人 数 前 事 業 年 度 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

770名 12名増 42.2歳 9.4年

(注)１．上記のほか、14名をパートタイム労働者として臨時雇用しております。
　　２．平均勤続年数は、2010年１月１日に当社が吸収合併した消滅会社旧株式会社ブロードリーフにおける勤続

年数を通算しております。

14．主要な借入先（2018年12月31日現在）
借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 316,000千円

合 計 316,000千円
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Ⅱ．会社の株式に関する事項

株式の状況（2018年12月31日現在）
⑴　発行可能株式総数 320,000,000株
⑵　発行済株式の総数 97,896,800株
⑶　株主数 45,591名
⑷　大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

ザ 　 バ ン ク 　 オ ブ 　 ニ ュ ー ヨ ー ク 　 メ ロ ン 　 １ ４ ０ ０ ５ １ 6,535,200株 7.2％

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ） 5,353,200株 5.9％

資 産 管 理 サ ー ビ ス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 Ｅ 口 ) 3,725,200株 4.1％

日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス 信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ） 2,354,800株 2.6％

B N P  P A R I B A S  S E C U R I T I E S  S E R V I C E S  
LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS 2,100,000株 2.3％

日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス 信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ５ ） 1,907,100株 2.1％

ザ 　 バ ン ク 　 オ ブ 　 ニ ュ ー ヨ ー ク 　 １ ３ ３ ６ ５ ２ 1,721,100株 1.9％

ザ 　 バ ン ク 　 オ ブ 　 ニ ュ ー ヨ ー ク 　 １ ３ ３ ６ １ ２ 1,660,000株 1.8％

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー ５０５００４ 1,564,700株 1.7％

ザ 　 バ ン ク 　 オ ブ 　 ニ ュ ー ヨ ー ク 　 １ ３ ４ １ ０ ５ 1,400,000株 1.5％

(注)１．当社は自己株式を6,863,136株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２．持株比率は発行済株式の総数から自己株式を控除し、株式給付信託(BBT)が所有する当社株式

1,414,400株及び株式給付信託(J-ESOP)が所有する当社株式2,310,800株を含めて算定しており
ます。
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⑸　その他株式に関する重要な事項
①　自己株式の取得

　当社は、2018年２月14日開催の取締役会決議に基づき、2018年２月15日付で普通株
式1,000,000株を取得いたしました。当該自己株式の取得により、自己株式の総数は
3,804,368株となりました。

②　株式分割
　当社は、2018年２月14日開催の取締役会決議に基づき、2018年４月１日を効力発生
日として普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。これにより、発行済株
式の総数は48,948,400株増加し、97,896,800株となりました。
　また、会社法第184条第２項の規定に基づく取締役会決議により、2018年４月１日を
もって、当社定款第６条の変更が適用され、発行可能株式総数は160,000,000株増加し、
320,000,000株となりました。
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Ⅲ．会社の新株予約権等に関する事項

⑴　当事業年度末日に当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権
の状況

　該当事項はありません。

⑵　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対して交付した新株予約権の状況
　該当事項はありません。

⑶　その他新株予約権等に関する重要な事項
　特記すべき事項はありません。
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Ⅳ．会社役員に関する事項

⑴　取締役及び監査役の状況（2018年12月31日現在）

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 大 山 堅 司

取 締 役 副 社 長 山 中 健 一

取 締 役 鬼 澤 盛 夫

取 締 役 渡 　 邊 　 喜 一 郎

取 締 役 池 田 　 茂

常 勤 監 査 役 青 木 伸 也

監 査 役 石 井 友 二
石井公認会計士事務所所長
ホワイトボックス株式会社代表取締役
監査法人ブレインワーク代表社員

監 査 役 西 本 　 強 日比谷パーク法律事務所パートナー

(注)１．取締役のうち鬼澤盛夫氏、渡邊喜一郎氏及び池田茂氏は社外取締役であります。
２．監査役のうち石井友二氏及び西本強氏は社外監査役であります。
３．当社は取締役鬼澤盛夫氏、渡邊喜一郎氏及び池田茂氏、監査役石井友二氏及び西本強氏を東京証券取

引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。なお、上記の社外役員に係る重要な
各兼職先と当社との間に、開示すべき特別な関係はありません。

４．監査役石井友二氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知
見を有しております。

５．監査役朝倉祐介氏は、2018年３月27日の株主総会終結のときをもちまして辞任しております。なお、
同日をもちまして西本強氏が監査役（社外監査役）に就任しております。
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⑵　取締役及び監査役の報酬等の総額
区 分 人 数 報 酬 等 の 額

取 締 役
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

５名
（３名）

267,121千円
(18,000千円)

監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ）

４名
（３名）

23,760千円
(8,370千円)

合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

９名
（６名）

290,881千円
(26,370千円)

(注)１．取締役の報酬限度額は2013年３月29日開催の第４期定時株主総会において、年額300,000千円以内
と決議いただいております。また、2016年３月30日開催の第７期定時株主総会において、取締役及
び執行役員（社外取締役は除く）を対象に、上記報酬限度額とは別に年額73,000千円を上限とする業
績連動型株式報酬制度導入の決議をいただいております。

　　２．監査役の報酬限度額は2013年３月29日開催の第４期定時株主総会において、年額60,000千円以内と
決議いただいております。

　　３．人数及び報酬等の額には当事業年度中に辞任した監査役１名を含めております。
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⑶　社外取締役及び社外監査役の主な活動状況
①　社外取締役

氏 名 取締役会出席状況 発 言 状 況

鬼 澤 盛 夫
13回開催
うち13回出席
（100％）

当社の事業に関連する業界についての専門的知識や豊富な経
験に基づき、社外取締役として中立かつ客観的観点から、当社
の経営上有用な発言等を行っております。

渡 　 邊 　 喜 一 郎
13回開催
うち13回出席
（100％）

マーケティング分野や新規事業創出における専門的知識や豊
富な経験に基づき、社外取締役として中立かつ客観的観点か
ら、当社の経営上有用な発言等を行っております。

池 田 　 茂
13回開催
うち13回出席
（100％）

企業経営に関する専門的知識や豊富な経験に基づき、社外取締
役として中立かつ客観的観点から、当社の経営上有用な発言等
を行っております。

②　社外監査役

氏 名
出 席 状 況

発 言 状 況
取 締 役 会 監 査 役 会

石 井 友 二
13回開催
うち12回出席
（92.3％）

12回開催
うち11回出席
（91.7％）

公認会計士としての財務会計及び会計監査に
おける専門知識や豊富な経験に基づき、社外
監査役として中立かつ客観的観点から、取締
役会及び監査役会の妥当性、適正性を確保す
るための助言及び提言を行っております。

朝 倉 祐 介
３回開催
うち３回出席
（100％）

２回開催
うち２回出席
（100％）

企業法務の専門家として専門的知識や豊富な
経験に基づき、社外監査役として中立かつ客
観的観点から、取締役会及び監査役会の妥当
性、適正性を確保するための助言及び提言を
行っております。

西 本 　 強
10回開催
うち10回出席
（100％）

10回開催
うち10回出席
（100％）

企業法務の専門家として専門的知識や豊富な
経験に基づき、社外監査役として中立かつ客
観的観点から、取締役会及び監査役会の妥当
性、適正性を確保するための助言及び提言を
行っております。

(注)監査役西本強氏は、2018年３月27日監査役朝倉祐介氏の辞任に伴い監査役（社外監査役）に就任いたし
ましたため、取締役会及び監査役会の出席回数がそれぞれ10回となっております。
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⑷　役員との責任限定契約の内容の概要
　当社と各社外取締役及び各監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423
条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償
責任の限度額は、法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるの
は当該社外取締役又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大
な過失がないときに限られます。
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Ⅴ．会計監査人の状況

⑴　会計監査人の名称
有限責任 あずさ監査法人

⑵　報酬等の額
金 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 42,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益
の合計額 42,000千円

(注)１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

　　２．当社の海外子会社３社は、当社の会計監査人以外の監査法人による監査を受けております。

⑶　会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由
　監査役会は、取締役会、社内監査部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の
聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報
酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項
の同意を行っております。

⑷　非監査業務の内容
　該当事項はありません。

⑸　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められ
る場合、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
　また、会計監査人の適格性、独立性を害する等の事由の発生により、適正な監査の遂行
が困難であると認めた場合、監査役会は、その会計監査人の解任又は不再任及び新たな会
計監査人の選任に係る議案の内容を決定いたします。
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Ⅵ．企業集団の業務の適正を確保するための体制

⑴　当社及び当社の子会社（以下、「当社グループ」という。）の取締役及び使用人の職務
の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①　取締役会は、法令・定款・取締役会規程等に基づき、経営に関する重要事項を決定す
るとともに、当社グループの取締役の職務執行を監督する。

②　監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、監査役監査基準等に基づき当社グ
ループの取締役の職務の執行を監督する。

③　当社グループの役職員が法令・定款を遵守し、健全な社会規範のもとにその職務を遂
行するため、倫理・コンプライアンス管理規程を制定する。

　　また、当社グループの役職員に対し、遵守すべき社会規範、各種法令、当社就業規
則並びにその他の諸規程の遵守について周知徹底する。

⑵　当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制並びに当社の子会社
の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

　当社の取締役の職務執行に係る情報については、法令及び社内規程に基づき保存及び管
理を行う。
　また、当社は関係会社管理規程及び当該規程に基づく関係会社管理要領において報告事
項を定め、必要に応じて当社の子会社に取締役会で報告を求める。

⑶　当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社はリスク管理体制を構築するための危機管理に関連して、当社グループ全てに適用
する諸規程を定め、平常時からリスクの低減又は危機の未然防止に努めるとともに、重大
な危機が発生した場合の即応体制を整備・維持する。

⑷　当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　当社は毎月１回の定例取締役会及び必要に応じて適宜、臨時取締役会を開催し、重要事
項に関し、取締役の職務の執行を適正かつ効率的に行う。
　また、取締役会にて定められた経営方針に基づき、執行役員を含め具体的な施策の実施
を図る。
　なお、当社の子会社においても毎四半期の定例取締役会を開催し、重要事項に関し、取
締役の職務の執行を適正かつ効率的に行う。
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⑸　当社グループから成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　当社グループにおける業務の適正を確保するため、当社グループ全てに適用する行動方
針として、企業理念・経営方針・行動基準及び倫理・コンプライアンス管理規程を示し、
これを基礎として、当社グループ各社で諸規程を定めることとする。
　なお、当社グループの経営については、当社から取締役及び監査役を派遣し、当社の子
会社の経営執行をモニタリングの上、子会社の業務の適正を確保する。

⑹　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関
する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項及び当該使用人の
取締役からの独立性に関する事項

　監査役がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合は、必要に応じて当社の使
用人から監査役の指揮命令に従うスタッフを置くこととし、当該人事に関して監査役会の
同意のもとに、取締役との意見交換を行い慎重に検討する。

⑺　当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への
報告に関する体制並びにその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための
体制

　当社グループの取締役、執行役員及び使用人は監査役に対して、法定の事項に加え監査
役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。
　また、監査役と代表取締役、会計監査人及び内部監査部門等との定期的な意見交換会を
設定する。

⑻　監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこと
を確保するための体制

　当社は、監査役へ報告を行った当社グループの取締役、執行役員及び使用人に対し、当
該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する旨を公益通報者保護規
程に定め、当社グループの取締役、執行役員及び使用人に周知徹底する。

⑼　監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の
執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　監査役の職務の執行について必要と認められる費用について予算化し、その前払い等の
請求があるときは当該請求が適正でない場合を除き、速やかに当該請求に応じる。
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⑽　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
　当社は、反社会的勢力排除のため、倫理・コンプライアンス管理規程の定めにおいて、
市民社会の秩序や安全に脅威を与え、経済活動の障害となる反社会的勢力とは関係を有し
ないことを基本方針とする。
　また、反社会的勢力の定義及び取引先管理マニュアル等に照らし合わせ、新規取引先が
反社会的勢力でないことを確認するとともに、当社役職員及び既存取引先が反社会的勢力
でないことを定期的に確認し、反社会的勢力の排除策を講じている。
　さらに、当社は社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に入会し、外部情報の収集
や外部団体との連携を強化している。
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Ⅶ．企業集団の業務の適正を確保するための体制の運用状況
　当社では、前記の内部統制システムの基本方針（企業集団の業務の適正を確保するための
体制）の適切な運用に努めております。当事業年度における運用状況の概要は以下のとおり
であります。

⑴　取締役会を13回開催し、法令等に定められた事項や経営方針、事業計画及び予算策定等
の経営に関する重要事項を決定しております。また、審議において、社外取締役及び社外
監査役を交えた活発な意見交換がなされており、取締役間の意思疎通を図りながら業務執
行を監督いたしました。

⑵　監査役会を12回開催し、監査方針や監査計画を協議・決定するとともに、取締役の職務
執行、法令・定款等の遵守状況について監査いたしました。また、常勤監査役は経営会議
等の重要会議にも出席し、発言・調査する等監査の充実を図っております。

⑶　リスクマネジメント規程に基づき、月次でリスクアセスメントを行い、リスク・コンプ
ライアンス委員会にて、優先的に対応すべきリスク及びその対応策を検討し、リスク排除
に努め、その後も継続してモニタリングするとともに、全社的なリスクを網羅的に把握し、
機動的に対応することで、リスクマネジメント及びコンプライアンス推進の実効性の向上
を図りました。

⑷　公益通報者保護規程に基づき、全役職員を対象とした通報窓口を用意しており、社内窓
口に加え、経営陣から独立した外部弁護士による窓口を設置し、コンプライアンス違反の
発生又はそのおそれのある状況を知った者が、そのような状況に適切に対応できる窓口に
直接通報することができる仕組みを構築しております。

⑸　個人情報保護基本規程に基づき、適宜、個人情報保護委員会を開催しております。当事
業年度においては、全役職員を対象にeラーニングによるコンプライアンス遵守及び内部
不正対策の教育を実施し、個人情報保護委員会及び内部監査部門による監督強化を図って
おります。

⑹　当社の子会社においては、グループ共通の企業理念・経営方針・行動基準の周知徹底を
図るとともに、当社管理部門、内部監査部門及び監査役により、統制状況を確認すること
で当社グループにおける業務の適正を確保しております。
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Ⅷ．剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主様に対する利益還元を経営上の重要課題として位置づけております。将来
の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保し、安定した配当を継続してい
くことを基本方針としており、配当性向については概ね20％を目処としております。
　また、当社は株主様への利益還元機会の充実を図るため、中間配当及び期末配当の年２
回の剰余金の配当を実施することといたしております。なお、株主様に対する利益還元を
柔軟に行うため、取締役会決議によって、「期末配当については毎年12月31日最終、中間
配当については毎年６月30日最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質
権者に対して、金銭による剰余金の配当を行うことができる」旨を定款に定めております
が、株主様の意向を直接伺う機会を確保するため、期末配当につきましては、株主総会決
議事項としております。

(注)記載金額は表示単位未満の端数を四捨五入して表示しております。
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連結計算書類

連結財政状態計算書
（2018年12月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 負 債
流 動 資 産

現 金 及 び 現 金 同 等 物

営業債権及びその他の債権

棚 卸 資 産

そ の 他 の 金 融 資 産

そ の 他 の 流 動 資 産

流 動 資 産 合 計

非 流 動 資 産

有 形 固 定 資 産

の れ ん

無 形 資 産

持分法で会計処理されている投資

そ の 他 の 金 融 資 産

そ の 他 の 非 流 動 資 産

繰 延 税 金 資 産

5,626,723

4,447,390

238,461

30

306,121

10,618,726

442,641

11,739,040

4,633,235

37,152

1,405,853

115,372

420,864

流 動 負 債
営業債務及びその他の債務 3,623,665
契 約 負 債 1,616,791
短 期 有 利 子 負 債 378,551
未 払 法 人 所 得 税 1,004,527
そ の 他 の 金 融 負 債 72,820
そ の 他 の 流 動 負 債 1,216,718

流 動 負 債 合 計 7,913,072
非 流 動 負 債

長 期 有 利 子 負 債 84,738
退 職 給 付 に 係 る 負 債 196,345
引 当 金 133,207
繰 延 税 金 負 債 52,097

非 流 動 負 債 合 計 466,386
負 債 合 計 8,379,457

資 本
親会社の所有者に帰属する持分

資 本 金 7,147,905
資 本 剰 余 金 7,180,289
自 己 株 式 △3,500,454
利 益 剰 余 金 9,759,561
その他の資本の構成要素 446,124

親会社の所有者に帰属する持分合計 21,033,424
非 流 動 資 産 合 計 18,794,156 資 本 合 計 21,033,424
資 産 合 計 29,412,881 負 債 及 び 資 本 合 計 29,412,881

(注)記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

( 2018年 1 月 1 日から
2018年12月31日まで )

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 収 益 21,285,103

売 上 原 価 △5,451,763

売 上 総 利 益 15,833,340

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 △11,750,826

そ の 他 の 営 業 収 益 57,054

そ の 他 の 営 業 費 用 △25,057

営 業 利 益 4,114,511

金 融 収 益 12,252

金 融 費 用 △12,367

持 分 法 に よ る 投 資 損 失 △9,153

税 引 前 利 益 4,105,244

法 人 所 得 税 △1,449,621

当 期 利 益 2,655,622

当 期 利 益 の 帰 属

親 会 社 の 所 有 者 2,655,622

(注)記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しております。
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連結持分変動計算書

( 2018年 1 月 1 日から
2018年12月31日まで )

（単位：千円）
親 会 社 の 所 有 者 に 帰 属 す る 持 分

資 本 金 資 本 剰 余 金 自 己 株 式 利 益 剰 余 金
その他の資本の構成要素

新 株 予 約 権
在 外 営 業
活 動 体 の
換 算 差 額

2018年１月１日残高 7,147,905 7,116,269 △2,736,155 8,009,349 165,866 △36,065
会 計 方 針 の 変 更 － － － 52,729 － －

修正再表示後の残高 7,147,905 7,116,269 △2,736,155 8,062,078 165,866 △36,065
当 期 利 益 － － － 2,655,622 － －
その他の包括利益 － － － － － △13,044

当 期 包 括 利 益 合 計 － － － 2,655,622 － △13,044
自 己 株 式 の 取 得 － － △1,005,603 － － －
自 己 株 式 の 処 分 － 64,020 241,303 － △8,829 －
配 当 － － － △967,192 － －
株 式 報 酬 取 引 － － － － 211,682 －
その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替 － － － 9,053 － －
そ の 他 の 増 減 － － － － △4,868 －

所有者との取引額合計 － 64,020 △764,300 △958,139 197,985 －
2018年12月31日残高 7,147,905 7,180,289 △3,500,454 9,759,561 363,850 △49,109

親 会 社 の 所 有 者 に 帰 属 す る 持 分

合 計
そ の 他 の 資 本 の 構 成 要 素

合 計
その他の包括利益を通
じて公正価値で測定す
る資本性金融資産の公
正 価 値 の 純 変 動

確定給付制度の
再 測 定 合 計

2018年１月１日残高 70,255 － 200,056 19,737,424 19,737,424
会 計 方 針 の 変 更 － － － 52,729 52,729

修正再表示後の残高 70,255 － 200,056 19,790,153 19,790,153
当 期 利 益 － － － 2,655,622 2,655,622
その他の包括利益 61,128 9,053 57,136 57,136 57,136

当 期 包 括 利 益 合 計 61,128 9,053 57,136 2,712,759 2,712,759
自 己 株 式 の 取 得 － － － △1,005,603 △1,005,603
自 己 株 式 の 処 分 － － △8,829 296,494 296,494
配 当 － － － △967,192 △967,192
株 式 報 酬 取 引 － － 211,682 211,682 211,682
その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替 － △9,053 △9,053 － －
そ の 他 の 増 減 － － △4,868 △4,868 △4,868

所有者との取引額合計 － △9,053 188,932 △1,469,488 △1,469,488
2018年12月31日残高 131,383 － 446,124 21,033,424 21,033,424
(注)記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しております。
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連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記
⑴　連結計算書類の作成基準

　当社及びその子会社（以下、「当社グループ」という。）の連結計算書類は、会社計算規則第120条第
１項の規定により、国際会計基準（以下、「IFRS」という。）に準拠して作成しております。なお、連結
計算書類は同項後段の規定により、IFRSで求められる開示項目の一部を省略しております。

⑵　連結の範囲に関する事項
連結子会社の数 ７社
主要な連結子会社の名称 株式会社タジマ

株式会社SpiralMind
博楽得信息科技（合肥）有限公司
北京盛源博楽信息科技有限公司
Broadleaf I.T. Solutions Inc.

⑶　持分法の適用に関する事項
持分法適用会社の数 １社
持分法適用会社の名称 BLISAM TRADING CORP.

⑷　会計方針に関する事項
①　企業結合

　企業結合は取得法を用いて会計処理しております。取得対価は、被取得企業の支配と交換に譲渡した
資産、引き受けた負債及び当社が発行する資本性金融商品の取得日の公正価値の合計として測定してお
ります。取得対価と被取得企業の非支配持分の金額の合計が識別可能な資産及び負債の公正価値を超過
する場合は、連結財政状態計算書においてのれんとして計上しております。反対に下回る場合には、直
ちに連結損益計算書において純損益として計上しております。
　仲介手数料、弁護士費用、デュー・デリジェンス費用等の、企業結合に関連して発生する取引費用は、
発生時に費用処理しております。
　非支配持分の追加取得については、資本取引として会計処理しているため、当該取引からのれんは認
識しておりません。
　被取得企業における識別可能な資産及び負債は、以下を除いて、取得日の公正価値で測定しておりま
す。

・繰延税金資産又は負債
・従業員給付契約に関連する資産又は負債
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・被取得企業の株式に基づく報酬契約
・IFRS第５号「売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業」に従って売却目的に分類される資産

又は処分グループ
　企業結合が生じた連結会計年度の末日までに企業結合の当初の会計処理が完了していない場合には、
暫定的な金額で会計処理を行い、取得日から１年以内の測定期間において、暫定的な金額の修正を行っ
ております。

②　金融商品の評価基準及び評価方法
(ⅰ)金融資産
(ａ)当初認識及び測定

　当社グループは、営業債権を、発生日に当初認識しております。その他の全ての金融資産は、当
社グループが当該金融資産の契約当事者となった取引日に当初認識しております。
　金融資産は純損益を通じて公正価値で測定される金融資産、その他の包括利益を通じて公正価値
で測定される金融資産、償却原価で測定される金融資産に分類しております。当社グループは当初
認識においてその分類を決定しております。
　負債性金融資産は、次の条件がともに満たされる場合には、償却原価で測定する金融資産に分類
しております。

・契約上のキャッシュ・フローを回収するために金融資産を保有することを目的とする事業モデ
ルに基づいて、金融資産が保有されている。

・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フ
ローが特定の日に生じる。

　また、次の条件がともに満たされる負債性金融資産は、その他の包括利益を通じて公正価値で測
定する金融資産に分類しております。それ以外の負債性金融資産は純損益を通じて公正価値で測定
する金融資産に分類しております。

・契約上のキャッシュ・フローの回収及び金融資産の売却を目的とした事業モデルに基づいて、
金融資産が保有されている。

・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フ
ローが特定の日に生じる。

　トレーディング目的保有ではない資本性金融資産の当初認識時において、当初認識後はその他の
包括利益を通じて公正価値で測定するという取消不能な選択を行う場合があります。この選択は
個々の投資ごとに行います。
　金融資産（当初認識時に取引価格で測定される重大な金融要素を有しない営業債権を除く）は、
公正価値で測定し、純損益を通じて公正価値で測定するものでない金融資産の場合には、公正価値
に金融資産の取得に直接起因する取引費用を加算しております。
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(ｂ)事後測定
　金融資産の当初認識後の測定は、その分類に応じて以下のとおり測定しております。
ａ．償却原価により測定する金融資産

　当初認識後、実効金利法による償却原価で測定し、利息収益を純損益として認識しております。
ｂ．純損益を通じて公正価値で測定する金融資産

　当初認識後は公正価値で測定し、公正価値の変動、利息収益及び配当金を純損益として認識し
ております。

ｃ．その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
　当初認識後は公正価値で測定し、公正価値の変動はその他の包括利益で認識しております。
　その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の公正価値の変動による累積利得又は
損失は、資本性金融資産を処分した場合、若しくは公正価値が著しく低下した場合に利益剰余金
に振り替えることとしております。
　なお、当該金融資産からの配当金については、明らかに投資原価の一部回収である場合を除き
金融収益の一部として当期の純損益として認識しております。

(ｃ)認識の中止
　金融資産から生じるキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した場合、又は金融資産を
譲渡し所有に係るリスクと経済価値のほとんど全て移転している場合に金融資産の認識を中止して
おります。

(ⅱ)金融負債
(ａ)当初認識及び測定

　当社グループは、金融負債を当社グループが当該金融商品の契約の当事者になる取引日に認識し
ております。
　当社グループは、金融負債について、償却原価で測定する金融負債に分類しております。この分
類は、当初認識時に決定しております。
　償却原価で測定する金融負債は、公正価値から金融負債の発行に直接起因する取引費用を減算し
た金額で測定しております。

(ｂ)事後測定
　償却原価で測定する金融負債については、当初認識後実効金利法による償却原価で測定しており
ます。
　実効金利法による償却及び認識を中止した場合の利得及び損失については、金融費用の一部とし
て当期の純損益として認識しております。
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(ｃ)認識の中止
　当社グループは、金融負債が消滅したとき、すなわち、契約中に特定された債務が免責、取消し、
又は失効となった時に、金融負債の認識を中止します。

(ⅲ)減損
　当社グループは、金融資産及び金融保証契約の減損の認識にあたっては、期末日ごとに償却原価で
測定する金融資産又は金融保証契約に当初認識時点からの信用リスクの著しい増加があるかどうかに
基づいております。
　当初認識時点から信用リスクが著しく増加していない場合には、12ヶ月の予想信用損失を損失評価
引当金として認識しております。一方、当初認識時点から信用リスクの著しい増加があった場合には、
全期間にわたる予想信用損失を損失評価引当金として認識しております。
　重大な金融要素が含まれていない営業債権については、当初から全期間にわたる予想信用損失を損
失評価引当金として認識しております。
　信用リスクが著しく増加しているか否かは、債務不履行が発生するリスクの変化に基づいて判断し
ており、債務不履行が発生するリスクに変化があるかどうかの判断にあたっては、以下を考慮してお
ります。

・期日経過情報
・債務者の経営成績の悪化

　金融資産の全部又は一部について回収ができず、又は回収が極めて困難であると判断された場合に
は債務不履行と判断しております。
　債務不履行に該当した場合は信用減損の客観的な証拠が存在すると判断し、信用減損金融資産に分
類しております。
　期日経過日数に関わらず、金融資産の全部又は一部について回収できないと合理的に判断した場合
は、当該金融資産の帳簿価額を直接償却しております。

(ⅳ)金融商品の公正価値
　期末日現在で活発な金融市場において取引されている金融商品の公正価値は、市場における公表価
格を参照しております。
　活発な市場が存在しない金融商品の公正価値は、適切な評価技法を利用して算定しております。

③　棚卸資産の評価基準及び評価方法
　棚卸資産は、商品、製品、仕掛品、貯蔵品から構成されており、取得原価（主に移動平均法又は個別
法）と正味実現可能価額のいずれか低い額で評価しております。また、正味実現可能価額は、通常の事
業の過程における見積売価から、販売に要する見積費用を控除して算定しております。
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④　有形固定資産
　当社グループは、有形固定資産の測定においては原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額
及び減損損失累計額を控除した帳簿価額で表示しております。取得原価には、資産の取得に直接付随す
る費用、資産の解体・撤去及び設置していた場所の原状回復費用及び資産計上すべき借入コスト等を含
めることとしております。
　土地及び建設仮勘定以外の各資産の減価償却費は、それぞれの見積耐用年数にわたり、定額法で計上
しております。主要な資産項目ごとの見積耐用年数は以下のとおりであります。

・建物及び構築物 11－43年
・工具、器具及び備品 ４－６年

　なお、見積耐用年数、残存価額及び減価償却方法は、各年度末に見直しを行い、変更があった場合は、
会計上の見積りの変更として将来に向かって適用しております。

⑤　無形資産
　無形資産の測定においては原価モデルを採用し、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控除
した帳簿価額で表示しております。
　開発活動で発生した費用は、以下の全ての条件を満たしたことを立証できる場合にのみ、資産計上し
ております。

・使用又は売却に利用できる様に無形資産を完成させることの技術上の実行可能性
・無形資産を完成させて、使用するか又は売却するという意図
・無形資産を使用又は売却できる能力
・無形資産が蓋然性の高い将来の経済的便益をどの様に創出する方法
・開発を完成させて、無形資産を使用するか又は売却するために必要となる、適切な技術上、財務上

及びその他の資源の利用可能性
・開発期間中の無形資産に起因する支出を信頼性をもって測定できる能力

　個別に取得した無形資産は、当初認識時に取得原価で測定しております。
　企業結合の一部として取得し、のれんと区別して認識された無形資産は、当初認識時に取得日時点の
公正価値で測定しております。
　耐用年数を確定できない無形資産を除いて、それぞれの見積耐用年数にわたって定額法で償却してお
ります。
　主要な無形資産の見積耐用年数は以下のとおりであります。なお、耐用年数を確定できない無形資産
はありません。

・ソフトウエア ３－10年
・顧客関連資産 10年

　なお、見積耐用年数、残存価額及び償却方法は、各年度末に見直しを行い、変更があった場合は、会
計上の見積りの変更として将来に向かって適用しております。
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⑥　リース資産
　契約上、資産の所有に伴うリスクと経済価値が実質的に全て移転するリースについては、ファイナン
ス・リースに分類しております。
　リース資産及びリース債務は、公正価値又は最低支払リース料総額の現在価値のいずれか低い金額で
当初認識し、当初認識後は、当該資産及び負債に適用される会計方針に基づき会計処理しております。
ただし、リース期間の終了時までに所有権を取得するという合理的な確実性がない場合には、リース資
産の減価償却は、リース期間と見積耐用年数のいずれか短い方の期間にわたって、定額法で計上してお
ります。

⑦　のれん
　企業結合により生じたのれんは、取得原価から減損損失累計額を控除した帳簿価額で表示しておりま
す。
　のれんの償却は行わず、配分した資金生成単位に減損の兆候が存在する場合、及び減損の兆候の有無
に関わらず各年度の一定時期に、減損テストを実施しております。
　のれんの減損損失が連結損益計算書において認識され、その後の戻入れは行っておりません。

⑧　非金融資産の減損
　棚卸資産及び繰延税金資産を除く当社グループの非金融資産の帳簿価額は、毎期、減損の兆候の有無
を判断しております。減損の兆候が存在する場合は、当該資産の回収可能価額を見積っております。の
れん及び耐用年数を確定できない、又は未だ使用可能ではない無形資産については、回収可能価額を毎
期又は減損の兆候を識別した時に見積っております。
　資産又は資金生成単位の回収可能価額は、使用価値と売却費用控除後の公正価値のうちいずれか大き
い方の金額としております。使用価値の算定において、見積将来キャッシュ・フローは、貨幣の時間的
価値及び当該資産に固有のリスクを反映した税引前割引率を用いて現在価値に割り引いております。減
損テストにおいて個別にテストされない資産は、継続的な使用により他の資産又は資産グループのキャ
ッシュ・インフローから、概ね独立したキャッシュ・インフローを生成する最小の資金生成単位に統合
しております。のれんの減損テストを行う際には、のれんが配分される資金生成単位を、のれんが関連
する最小の単位を反映して減損がテストされる様に統合しております。企業結合により取得したのれん
は、結合のシナジーが得られると期待される資金生成単位に配分しております。
　当社グループの全社資産は、独立したキャッシュ・インフローを生成しません。全社資産に減損の兆
候がある場合、全社資産が帰属する資金生成単位の回収可能価額を見積っております。
　減損損失は、資産又は資金生成単位の帳簿価額が見積回収可能価額を超過する場合に純損益として認
識します。資金生成単位に関連して認識した減損損失は、まずその単位に配分されたのれんの帳簿価額
を減額する様に配分し、次に資金生成単位内のその他の資産の帳簿価額を比例的に減額します。
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　のれんに関連する減損損失は戻入れしません。その他の資産については、過去に認識した減損損失は、
毎期末日において損失の減少又は消滅を示す兆候の有無を評価しております。回収可能価額の決定に使
用した見積りが変化した場合は、減損損失を戻し入れます。減損損失は、減損損失を認識しなかった場
合の帳簿価額から必要な減価償却費及び償却額を控除した後の帳簿価額を超えない金額を上限として戻
し入れます。

⑨　退職給付
　当社グループは、従業員の退職給付制度として確定給付制度と確定拠出制度を運営しております。
　当社グループは、退職給付制度債務の現在価値及び関連する当期勤務費用並びに過去勤務費用を、予
測単位積増方式を用いて算定しております。
　割引率は、将来の毎年度の給付支払見込日までの期間を基に割引期間を設定し、割引期間に対応した
当連結会計年度時点の優良社債の市場利回りに基づき算定しております。
　確定給付制度に係る負債又は資産は、確定給付制度債務の現在価値から制度資産の公正価値を控除し
て算定しております。
　確定給付制度の再測定額は、発生した期においてその他の包括利益として一括認識し、直ちにその他
の資本の構成要素から利益剰余金に振り替えております。
　過去勤務費用は、発生した期の純損益として処理しております。
　確定拠出型の退職給付に係る費用は、拠出した時点で費用として認識しております。

⑩　引当金
　引当金は、過去の事象の結果として、当社グループが、現在の法的又は推定的債務を負っており、当
該債務を決済するために経済的資源の流出が生じる可能性が高く、当該債務の金額について信頼性のあ
る見積りができる場合に認識しております。引当金は、見積将来キャッシュ・フローを貨幣の時間的価
値及び当該負債に特有のリスクを反映した税引前の利率を用いて現在価値に割り引いております。時の
経過に伴う割引額の割戻しは金融費用として認識しております。
　資産除去債務については、賃借契約終了時に原状回復義務のある賃借事務所の原状回復費用見込額に
ついて、各物件の状況を個別に勘案して資産除去債務を計上しております。
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⑪　収益の認識基準
　当社グループは、IFRS第９号「金融商品」に基づく利息及び配当収益等を除き、以下の５ステップを
適用することにより収益を認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する。
ステップ５：履行義務の充足時に（又は充足するにつれて）収益を認識する。

　当社グループの事業は、主に自動車アフターマーケット業界をはじめとする市場において、システム
販売、システムサポート、ネットワークサービスの３分野で事業展開しております。
システム販売分野は、主にネットワークを介した業種特化型の業務アプリケーションを提供しており、
顧客への商品の引渡し、検収の受領等、契約上の受渡し条件の履行時に一時点で収益を認識しておりま
す。
　システムサポート分野は、顧客に対する保守サービスの提供やサプライ品の販売を行っております。
保守サービスは、サービスを提供する期間を通して一定期間にわたって収益を認識しており、サプライ
品の販売は、商品の引渡し時に一時点で収益を認識しております。
ネットワークサービス分野は、産業プラットフォーム上での各種ネットワークサービスを行っており、
サービスを提供する期間を通して一定期間にわたって収益を認識しております。
　顧客との契約獲得のための増分コストのうち、回収可能であると見込まれる部分について資産（以下
「契約コストから認識した資産」という。）として認識しております。顧客との契約獲得のための増分
コストとは、顧客との契約を獲得するために発生したコストで、当該契約を獲得しなければ発生しなか
ったであろうものであります。契約コストから認識した資産については、顧客との見積契約期間に応じ
て５年間の均等償却を行っております。

⑫　その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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２．会計方針の変更に関する注記
　当社グループは、当連結会計年度より、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」（2014年５月公表）
及び「IFRS第15号の明確化」（2016年４月公表）（合わせて以下「IFRS第15号」という。）を適用してお
ります。
　当社グループでは、経過措置に従ってIFRS第15号を遡及適用し、適用開始の累積的影響を当連結会計年度
の利益剰余金期首残高の修正として認識しております。
　IFRS第15号の適用に伴い、IFRS第９号「金融商品」に基づく利息及び配当収益等を除き、以下の５ステ
ップを適用することにより収益を認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する。
ステップ５：履行義務の充足時に（又は充足するにつれて）収益を認識する。

　上記に基づき、収益は、顧客との契約における履行義務の充足に従い、一時点又は一定期間にわたり認識
しております。
　顧客との契約獲得のための増分コストのうち、回収可能であると見込まれる部分について資産（以下「契
約コストから認識した資産」という。）として認識しております。顧客との契約獲得のための増分コストと
は、顧客との契約を獲得するために発生したコストで、当該契約を獲得しなければ発生しなかったであろう
ものであります。契約コストから認識した資産については、顧客との見積契約期間に応じて５年間の均等償
却を行っております。
　この結果、従前の会計基準を適用した場合と比べて、当連結会計年度の期首の連結財政状態計算書におい
て、その他の非流動資産及び利益剰余金がそれぞれ76,000千円、52,729千円増加し、繰延税金資産が23,271
千円減少しております。当連結会計年度の連結損益計算書においては、従前の会計基準を適用した場合と比
べて、損益に与える影響は軽微であります。
　また、IFRS第15号の適用に伴い、当連結会計年度より、従来、営業債務及びその他の債務に含めて表示し
ていた顧客からの前受金を、契約負債として表示しております。
　この結果、従前の会計基準を適用した場合と比べて、当連結会計年度末の連結財政状態計算書において、
契約負債が1,616,791千円増加するとともに、営業債務及びその他の債務が同額減少しております。
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３．連結財政状態計算書に関する注記
⑴　有形固定資産の減価償却累計額　　　1,089,875千円

⑵　資産から直接控除した貸倒引当金 営業債権及びその他の債権 29,442千円
その他の金融資産 12,787千円

⑶　保証債務
　当社グループは、当社システムをリースにより購入した顧客の未経過リース料の一部について債務保証
を行っております。
　当該顧客がリース料支払義務の履行を怠った場合、当社グループはリース会社との契約に従い、損害を
補償する義務が発生することとなります。補償内容は、当社顧客のリース料支払遅延に起因する残存リー
ス料の買戻、及び顧客の倒産等における損害補償であり、連結会計年度末日にリース会社が保有するリー
ス総債権残高に一定の料率を乗じた金額が、翌年度の当社グループの保証債務の限度額となります。
　連結会計年度末時点の保証債務限度額は、11,697社、274,067千円であります。

４．連結持分変動計算書に関する注記
⑴　当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式　　　　97,896,800株

⑵　配当に関する事項
①　配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額
（ 千 円 ）

1株当たり配
当 額 （ 円 ） 基 準 日 効 力 発 生 日

2018年３月27日
定時株主総会（注）１、２ 普通株式 507,584 11.00 2017年12月31日 2018年３月28日

2018年８月３日
取締役会（注）３、４ 普通株式 500,663 5.50 2018年６月30日 2018年９月19日

（注）１．2018年４月１日を効力発生日として普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。１
株当たり配当額は株式分割前の配当額であります。

２．配当金の総額には、ブロードリーフ社員持株会専用信託、株式給付信託（BBT）及び株式給付信
託（J-ESOP）が保有する当社株式に対する配当金20,567千円が含まれております。

３．2018年４月１日を効力発生日として普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。１
株当たり配当額は株式分割後の配当額であります。

４．配当金の総額には、株式給付信託（BBT）及び株式給付信託（J-ESOP）が保有する当社株式に
対する配当金20,489千円が含まれております。
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②　基準日が当連結会計年度に属する配当金のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決 議 株 式 の
種 類

配当金の総
額（千円）

配 当 の
原 資

1株当たり配
当 額 （ 円 ） 基 準 日 効 力 発 生 日

2019年３月28日
定時株主総会（注） 普通株式 591,719 利益剰余金 6.50 2018年12月31日 2019年３月29日

(注)配当金の総額には、株式給付信託（BBT）及び株式給付信託(J-ESOP)が保有する当社株式に対する
配当金24,214千円が含まれております。

⑶　当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）の目的となる株式
の種類及び数
普通株式　　　　28,000株

５．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行借入により資金調達を行っており
ます。また、デリバティブは外貨建債権債務の為替変動リスクを回避するためや借入金の金利変動リスク
を回避するため等に利用し、投機的な取引は行いません。

①　信用リスク管理
　信用リスクは、顧客が契約上の債務に関して債務不履行になり、当社グループに財務上の損失を発生
させるリスクであり、当社グループは営業債権、その他の償却原価で測定する金融資産及び金融保証契
約について信用リスクにさらされております。当該リスクに対応するため当社グループでは取引限度規
定に沿ってリスク低減を図るとともに、期日経過管理を行い、信用状況を把握する体制をとっておりま
す。
　営業債権は多数の取引先により構成されているため、期日経過情報に応じてグルーピングした上で、
過去の貸倒実績等を考慮して予想信用損失を測定しております。
　その他の償却原価で測定する金融資産については、期日経過情報や債務者の経営成績等を踏まえて、
当初認識時点からの信用リスクの著しい増加があるかどうかを検討しております。なお、営業債権及び
その他の償却原価で測定する金融資産については、損失評価引当金として貸倒引当金を計上しておりま
す。
　金融保証契約は、顧客に対して行っている債務保証契約であり、過去の損害補償実績等を考慮して予
想信用損失を測定しております。保証債務については、損失評価引当金として損害補償損失引当金を計
上しております。
　予想信用損失の測定には、過去の損失実績に現在及び将来の経済状況の予測を反映させております。
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②　流動性リスク管理
　当社グループの営業債務や借入金等については、流動性リスクにさらされております。当社グループ
では、資金繰計画を作成する等の方法により管理し、金融機関とのコミットメント・ラインの設定によ
り流動性を確保しております。

③　市場リスク管理
　市場リスクとは、為替リスク、金利リスク及び資本性金融資産の価格変動リスクであり、当社グルー
プの利益又はその保有する金融商品の公正価値に影響を及ぼすものであります。
(ⅰ)為替リスク

　為替リスクは、当社グループの機能通貨以外の通貨による取引から生じます。当社グループの営業
活動においては、重要な外貨建取引がないことから、重要な為替リスクにはさらされておりません。

(ⅱ)金利リスク
　当社グループの有利子負債の一部は変動金利であるため、金利の変動リスクにさらされております。
現状において金利支払が当社グループの資本及び純損益に与える影響は小さく、現在の金利リスクは
当社グループにとって重要なものではありません。

(ⅲ)資本性金融資産の価格変動リスク
　当社グループは、資本性金融資産から生じる株価変動リスクにさらされております。短期トレーデ
ィング目的で保有する資本性金融資産はなく、ビジネス戦略を円滑に遂行するために保有しておりま
す。
　当社グループは、資本性金融資産について、定期的に公正価値や発行体の財務状況等を把握し、各
主管部署において、取引先企業との関係を勘案し、必要により保有の見直しを図ることとしておりま
す。
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⑵　金融商品の公正価値に関する事項
　当連結会計年度末日における連結財政状態計算書上の帳簿価額と金融商品の公正価値は、以下のとおり
であります。なお、公正価値と帳簿価額が一致する又は合理的に近似している金融商品は含めておりませ
ん。

（単位：千円）
帳 簿 価 額 公 正 価 値

有利子負債
長期借入金（注） 316,000 315,485
(注)１年内に返済予定の残高を含んでおります。

　長期借入金のうち、変動金利によるものの公正価値については、短期間で市場金利が反映されるため、
帳簿価額に近似しております。固定金利によるものの公正価値については、元利金の合計額を、新規に同
様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値に基づき算定しております。

６．１株当たり情報に関する注記
⑴　１株当たり親会社所有者帰属持分 240.91円
⑵　基本的１株当たり当期利益 30.36円

（注)１．当社は、2018年４月１日を効力発生日として普通株式１株につき２株の株式分割を行っており
ます。当連結会計年度期首に当該株式分割が行われたと仮定して「１株当たり親会社所有者帰属
持分」及び「基本的１株当たり当期利益」を算定しております。

２．ブロードリーフ社員持株会専用信託が所有する当社株式を、「基本的１株当たり当期利益」の算
定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式数に含めております。（当連結会計年度
1,351株）

３．株式給付信託（BBT）が所有する当社株式を、「１株当たり親会社所有者帰属持分」の算定上、
期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。（当連結会計年度1,414,400
株）
また、「基本的１株当たり当期利益」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株
式数に含めております。（当連結会計年度1,415,505株）

４．株式給付信託（J-ESOP）が所有する当社株式を、「１株当たり親会社所有者帰属持分」の算定
上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。（当連結会計年度
2,310,800株）
また、「基本的１株当たり当期利益」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株
式数に含めております。（当連結会計年度2,310,800株）

７．その他
　記載金額は表示単位未満を四捨五入して表示しております。
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計算書類

貸　借　対　照　表
（2018年12月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部
流 動 資 産 流 動 負 債

現 金 及 び 預 金 4,857,120 買 掛 金 593,042
受 取 手 形 76,751 1年内返済予定の長期借入金 316,000
売 掛 金 2,475,671 リ ー ス 債 務 16,887
商 品 177,348 未 払 金 2,623,256
貯 蔵 品 16,103 未 払 費 用 250,885
前 払 費 用 242,141 未 払 法 人 税 等 1,234,176
繰 延 税 金 資 産 407,843 未 払 消 費 税 等 160,831
未 収 入 金 1,618,155 前 受 金 62,959
そ の 他 67,730 預 り 金 135,706
貸 倒 引 当 金 △6,773 賞 与 引 当 金 625,921

流 動 資 産 合 計 9,932,092 損 害 補 償 損 失 引 当 金 20,947
固 定 資 産 そ の 他 27,314

有 形 固 定 資 産 流 動 負 債 合 計 6,067,930
建 物 157,989 固 定 負 債
構 築 物 586 リ ー ス 債 務 31,482
車 両 運 搬 具 8,246 株 式 給 付 引 当 金 286,736
工 具 、 器 具 及 び 備 品 82,302 資 産 除 去 債 務 132,113
リ ー ス 資 産 44,241 固 定 負 債 合 計 450,333
土 地 40,918 負 債 合 計 6,518,263

有 形 固 定 資 産 合 計 334,283 純 資 産 の 部
無 形 固 定 資 産

の れ ん 7,356,068 株 主 資 本
ソ フ ト ウ エ ア 3,509,950 資 本 金 7,147,905
そ の 他 67,000

無 形 固 定 資 産 合 計 10,933,018 資 本 剰 余 金
投 資 そ の 他 の 資 産 資 本 準 備 金 7,147,905

投 資 有 価 証 券 989,306 そ の 他 資 本 剰 余 金 62,292
関 係 会 社 株 式 2,084,536 資 本 剰 余 金 合 計 7,210,197
関 係 会 社 出 資 金 0 利 益 剰 余 金
関 係 会 社 長 期 貸 付 金 60,000 そ の 他 利 益 剰 余 金
長 期 貸 付 金 1,542 繰 越 利 益 剰 余 金 7,214,290
長 期 未 収 入 金 59,245 利 益 剰 余 金 合 計 7,214,290
破 産 更 生 債 権 等 12,786 自 己 株 式 △3,496,275
長 期 前 払 費 用 15,752 株 主 資 本 合 計 18,076,118
敷 金 及 び 保 証 金 381,285
繰 延 税 金 資 産 18,213 評 価 ・ 換 算 差 額 等
そ の 他 21,587 そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 136,685
貸 倒 引 当 金 △112,584 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 136,685

投資その他の資産合計 3,531,672
固 定 資 産 合 計 14,798,974 純 資 産 合 計 18,212,803
資 産 合 計 24,731,067 負 債 及 び 純 資 産 合 計 24,731,067

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

( 2018年 1 月 1 日から
2018年12月31日まで )

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 19,012,853
売 上 原 価 4,781,218

売 上 総 利 益 14,231,634
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 10,733,343

営 業 利 益 3,498,291
営 業 外 収 益

受 取 利 息 688
受 取 配 当 金 3,194
受 取 補 償 金 2,319
受 取 報 奨 金 11,322
投 資 事 業 組 合 運 用 益 14,104
そ の 他 28,885 60,516

営 業 外 費 用
支 払 利 息 4,036
損 害 補 償 損 失 引 当 金 繰 入 額 20,902
支 払 手 数 料 17,000
そ の 他 10,039 51,978
経 常 利 益 3,506,828

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 730
関 係 会 社 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 8,101 8,831
税 引 前 当 期 純 利 益 3,497,997
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,721,006
法 人 税 等 調 整 額 △245,879
当 期 純 利 益 2,022,869

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

( 2018年 1 月 1 日から
2018年12月31日まで )

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計資 本

準 備 金
その他資本
剰 余 金 資本剰余金合計

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金
当 期 首 残 高 7,147,905 7,147,905 － 7,147,905 6,199,668 6,199,668 △2,731,384 17,764,093
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,008,247 △1,008,247 △1,008,247
当 期 純 利 益 2,022,869 2,022,869 2,022,869
自己株式の取得 △1,005,000 △1,005,000
自己株式の処分 62,292 62,292 240,109 302,402
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 － － 62,292 62,292 1,014,622 1,014,622 △764,890 312,024
当 期 末 残 高 7,147,905 7,147,905 62,292 7,210,197 7,214,290 7,214,290 △3,496,275 18,076,118

評 価 ・ 換 算 差 額 等
新株予約権 純資産合計その他有価証

券評価差額金
評価・換算差
額 等 合 計

当 期 首 残 高 79,298 79,298 7,068 17,850,461
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,008,247
当 期 純 利 益 2,022,869
自 己 株 式 の 取 得 △1,005,000
自 己 株 式 の 処 分 302,402
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） 57,386 57,386 △7,068 50,317

当 期 変 動 額 合 計 57,386 57,386 △7,068 362,342
当 期 末 残 高 136,685 136,685 － 18,212,803

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
⑴　有価証券の評価基準及び評価方法

①　子会社株式及び関連会社株式……移動平均法による原価法
②　その他有価証券

時価のあるもの……………………決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法
により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの……………………移動平均法による原価法

⑵　たな卸資産の評価基準及び評価方法
①　商品…………………………………移動平均法による原価法
②　製品…………………………………個別法による原価法
③　仕掛品………………………………個別法による原価法
④　貯蔵品………………………………移動平均法による原価法
　貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。

⑶　固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産（リース資産を除く）

　定額法によっております。
　なお、主な耐用年数は、建物が11～43年、工具、器具及び備品が４～６年であります。

②　無形固定資産（リース資産を除く）
　定額法によっております。
　ただし、自社利用目的のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額
法によっております。また、市場販売目的のソフトウエアについては、見込販売収益に基づく償却額と
残存有効期間（３年以内）に基づく均等配分額とを比較し、いずれか大きい額を計上しております。

③　リース資産
　所有権移転外ファイナンス・リース
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

④　のれん
　20年間で均等償却を行っております。
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⑷　引当金の計上基準
①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金
　従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当事業年度に対応する見積額を計上しており
ます。

③　損害補償損失引当金
　損害補償の支払による損失に備えるため、補償履行による損失負担見込額を計上しております。

④　株式給付引当金
　株式給付規程に基づく取締役及び従業員等への当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における
株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

⑸　収益及び費用の計上基準
受注制作のソフトウエア開発に係る収益及び費用の計上基準

①　当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事
　　工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）
②　その他の工事
　　工事完成基準

⑹　消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

２．会計方針の変更に関する注記
（従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用）
　「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」（実務対応報告第
36号　平成30年１月12日。以下「実務対応報告第36号」という。）等を2018年４月１日以後適用し、従業
員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引については、「ストック・オプション等に関
する会計基準」（企業会計基準第８号　平成17年12月27日）等に準拠した会計処理を行うことといたしま
した。
　ただし、実務対応報告第36号の適用については、実務対応報告第36号第10項(3)に定める経過的な取扱い
に従っており、実務対応報告第36号の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を
付与した取引については、従来採用していた会計処理を継続しております。
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３．表示方法の変更に関する注記
（損益計算書）

「投資事業組合運用益」は金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。な
お、前事業年度において、「投資事業組合運用益」と相殺し「営業外費用」の「その他」に含めて表示して
おりました「投資事業組合運用損」は1,734千円であります。

前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めて表示しておりました「支払手数料」は金額的
重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。なお、前事業年度の「支払手数料」は
2,000千円であります。

４．貸借対照表に関する注記
⑴　有形固定資産の減価償却累計額 1,076,960千円

⑵　保証債務
　リース契約により当社システムを購入した顧客の未経過リース料の一部について債務保証を行っており
ます。

被 保 証 先 金 額

一般顧客　11,697社 274,067千円

(注)上記の保証債務の金額は損害補償損失引当金控除後の金額であります。

⑶　関係会社に対する金銭債権債務
短期金銭債権 91,835千円
短期金銭債務 6,399千円

５．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

　　営業取引
　　　売上高 17,147千円
　　　営業費用 11,606千円
　　営業取引以外の取引高 22,745千円
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６．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末日における自己株式の種類及び株式数

（単位：株）
当事業年度期首
の 株 式 数

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当 事 業 年 度 末
の 株 式 数

自 己 株 式
普 通 株 式
（注）１、２、３ 4,674,068 6,297,568 383,300 10,588,336

(注)１．普通株式の自己株式数の増加6,297,568株は、取締役会決議に基づく市場買付けによる増加
1,000,000株、及び株式分割による増加5,297,568株であります。

２．普通株式の自己株式数の減少383,300株は、新株予約権の行使による減少374,800株、ブロードリー
フ社員持株会専用信託から従業員持株会への売却による減少5,700株及び株式給付信託(BBT)から株
式の給付による減少2,800株であります。

３．普通株式の自己株式数については、当事業年度末に株式給付信託(BBT)及び株式給付信託(J-ESOP)
が所有する当社株式3,725,200株を含めて記載しております。
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７．税効果会計に関する注記
⑴　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

（単位：千円）
（繰延税金資産）

未払事業税 74,449
未払費用 43,654
貸倒引当金 36,545
賞与引当金 191,657
損害補償損失引当金 6,414
株式給付引当金 87,798
減価償却費超過額 3,151
投資有価証券 42,254
関係会社出資金 61,553
資産除去債務 40,453
その他 91,539

繰延税金資産小計 679,467
評価性引当額 △182,243

繰延税金資産合計 497,224
（繰延税金負債）

資産除去債務に対応する除去費用 △10,194
その他有価証券評価差額金 △60,973

繰延税金負債合計 △71,167
繰延税金資産（負債）の純額 426,057

⑵　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 30.9％
（調整）

永久に損金に算入されない項目（交際費等） 4.0
永久に損金に算入されない項目（のれん償却費） 5.9
住民税均等割等 1.3
評価性引当額 0.2
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 △0.2
その他 0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.2
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８．関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等

種類 会社等の
名称

議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（注２） 科目 期末残高
（注２）

子会社 株式会社
タジマ

所有
直接100％

役員の兼任
役務の提供

役務の提供
（注１） 21,116 未収入金 22,805

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）役務の提供は主に管理業務の代行であり、価格その他の取引条件は、業務内容を勘案して両社協議

のもと決定しております。
（注２）取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

９．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 208.60円
１株当たり当期純利益 23.12円

（注)１．当社は、2018年４月１日を効力発生日として普通株式１株につき２株の株式分割を行っておりま
す。当事業年度期首に当該株式分割が行われたと仮定して「１株当たり純資産額」及び「１株当
たり当期純利益」を算定しております。

２．ブロードリーフ社員持株会専用信託が所有する当社株式を、「１株当たり当期純利益」の算定上、
期中平均株式数の計算において控除する自己株式数に含めております。（当事業年度1,351株）

３．株式給付信託（BBT）が所有する当社株式を、「１株当たり純資産額」の算定上、期末発行済株
式総数から控除する自己株式数に含めております。（当事業年度1,414,400株）
また、「１株当たり当期純利益」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式数
に含めております。（当事業年度1,415,505株）

４．株式給付信託（J-ESOP）が所有する当社株式を、「１株当たり純資産額」の算定上、期末発行
済株式総数から控除する自己株式数に含めております。（当事業年度2,310,800株）
また、「１株当たり当期純利益」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式数
に含めております。（当事業年度2,310,800株）

10．その他
　記載金額は表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2019年２月15日
株式会社ブロードリーフ

取締役会　御中
有限責任　あずさ監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 川 端 美 穂 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 田 中 　 徹 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ブロードリーフの2018年１月１日から
2018年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、
連結持分変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、連結計算書類を国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを
認めている会社計算規則第120条第１項後段の規定により作成し、適正に表示することにある。これに
は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて
合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。
監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評
価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
はないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会
計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の
表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、会社計算規則第120条第１項後段の規定により国際会計基準で求められる開示項目の一
部を省略して作成された上記の連結計算書類が、株式会社ブロードリーフ及び連結子会社からなる企業集
団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2019年２月15日
株式会社ブロードリーフ

取締役会　御中
有限責任　あずさ監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 川 端 美 穂 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 田 中 　 徹 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ブロードリーフの2018年１月１
日から2018年12月31日までの第10期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資
本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及び
その附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明
細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監
査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施
することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続
が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書
の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性につ
いて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切
な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重
要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
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監査役会の監査報告
監　査　報　告　書

　当監査役会は、2018年１月１日から2018年12月31日までの第10期事業年度の取締役の
職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書
を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

⑴ 監査役会は、当事業年度の監査方針、監査計画、監査方法、職務の分担等を定め、各
監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監
査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

⑵ 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当事業年度の監査方針、
監査計画、監査方法、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等
と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法
で監査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び
主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社につい
ては、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて
子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確
保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を
確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定め
る体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体
制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況
について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検
証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応
じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを
確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する
品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通
知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、連結計算書類
（連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表）並びに計
算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属
明細書について検討いたしました。
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２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示し
ているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な
事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、
当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行につ
いても、指摘すべき事項は認められません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人 有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

⑶　連結計算書類の監査結果
　会計監査人 有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

2019年２月20日
株 式 会 社 ブ ロ ー ド リ ー フ 監 査 役 会

常 勤 監 査 役 青 木 伸 也 ㊞
社 外 監 査 役 石 井 友 二 ㊞
社 外 監 査 役 西 本 　 強 ㊞

(注)監査役（社外監査役）西本強氏は2018年３月27日監査役朝倉祐介氏の辞任に伴い、
監査役に就任いたしました。その就任以前の監査事項につきましては、他の監査役か
らの報告、資料を閲覧する等の方法により監査いたしました。

以　上
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株主総会会場ご案内図
会場：東京都港区高輪三丁目13番３号 ＳＨＩＮＡＧＡＷＡ ＧＯＯＳ　１階

ＴＫＰガーデンシティ品川　グリーンウィンド
※本年より会場が変更となっておりますので、お間違えのないようご注意願います。

ザ・プリンス
さくらタワー東京

京急
第２ビル

セブンイレブン

交番

シンガポール
シーフード
リパブリック

ウィング高輪 WEST

高輪口 品川駅品川駅

第
一
京
浜

15

TKP ガーデンシティ品川
SHINAGAWA GOOS 1F

交通：京急線「品川駅」高輪口より徒歩１分
ＪＲ「品川駅」中央改札口（高輪口）より徒歩１分

当日はお車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申しあげます。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。


